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在留証明(2o号）

～

○

、

○

内 容 申請人が外国のどこに住所（生活の本拠）を有しているか、又は有し

ていたかを証明するもの。

使用目的 （1）恩給及び年金受給手続。

(.2）不動産登記手続。

（3）在外子女の本邦学校受験手続等。

条 件 （1）申請人は日本国籍を有している者に限る（注1)。

（2）原則として本邦に住民登録がないこと（注2)。

（3）申請人が現地に既に3ヶ月以上、または3ヶ月以上の滞在が見込

まれていること。

（4）申請人本人が公館に出頭して申請及び受領すること （注3)。

必要書類 （1）本人及び国籍を立証する公文書（注4） ｡

（2）本人の滞在期間を確認できる文書（注5）

（3）住所を立証できる文書（注6） ｡

◎

形 式 日本文により証明

（1）形式1現在の居住の事実を証明する場合b

（2）形式2過去の居住の事実、 日本国籍者の同居家族も含め証明

する場合◎

注意事.項 (注1）外国籍者は取り扱わないが、元日本人については、要件を満た

せぱ｢居住証明｣(30割で対応可能、居住証明を参照。

(注2)本邦に住民登録を置いたまま外国に住所を定めている者につい

ては､住民票の写しで代えられないかを提出先に確認させ､代えら

れないことが認められる場合は、申請を受理することができる。

(注3)本人が公館へ出頭できないやむを得ない事情があると認められ

るときは、出頭できる代理人を通じて申請できる。

ただし、代理申請依頼状又は、委任状を提出させること。

(注4） 日本国旅券、又は戸籍謄(抄）本及び本邦の有効な運転免許証

や現地官憲当局発行の写真付身分証明書等。

(注5）旅券上の出入国印、公共料金の請求書や領収書、賃貸契約書、

不動産売買契約書、登記簿謄本等。

(注6）現地官憲当局発行の身分証明書（居住証明書､外国人身分証明

書、外国人登録証、運転免許証、労働・就労許可証、納税証明書等

で申請人の住所及び氏名の記載があるもの）や公共料金の請求書

や領収書、銀行のステートメント。

公用旅券所持者で申請人の身分及び住所を公務等により熟知

しているときは上記住所立証文書は省略可能。

なお､在留届や日本人会名簿等は補足資料であるので、これら

のみに基づき証明書を発給することはできない。



在留証明

【1 概説】

(1)証明の内容

ア在留証明書（以下「証明書」という。 ）を必要とする日本国籍者（以

下「当事者」という。 ）が現在，外国のどこに住所（生活の本拠）を有

しているか（現住所の証明を行う。形式1） ， 当該国のどこに住所を有

していたか（現住所の証明と同時に過去の住所証明を行う。形式2） ，

又は同居している家族（現住所の証明と同時に同居家族の証明を行う。

形式2）を証明するもの。

イ証明書はすべて本邦関係機関あて提出することを目的としているた

め,日本文で発給する。

（注1） 証明書の提出先は官公署に限らない。

（注2） 本邦における住所地の証明は行わない。

（注3） 証明書の発給対象者は，原則として自公館の管轄区域内に居住する

在留邦人である。 （詳細は，後記2(以下｢後記」省略)発給条件（5）

参照）

（注4） 同居家族の証明は，例えば本邦大学受験書類の一つとして，受験者

本人が親権者と同居していることが求められている等の場合に発給さ

れるもの。 （詳細については， 2．発給条件形式2(2)参照）

なお，同居家族は日本国籍を有している者に限られる。

○

○ (2)使用目的

証明書は本邦関係機関においてさまざまな用途で使用されている。主な

使用目的は以下の通り。ただし，証明書の申請が公序良俗に反する等，不当

な目的によることが明らかな場合には証明しない。

ア恩給，年金受給手続

イ不動産登記手続

ウ在外子女の本邦学校受験手続

、

(3)手数料

証明書1通毎に「領事官の徴収する手数料に関する政令」第1項第20

号の領事手数料を徴収する。

ただし，次の恩給又は年金の受給のための使用目的（年金受給請求，現況

届等の生存確認合算対象期間（いわゆるカラ期間） ，年金等の振込先銀行

の変更，受取人の住所変更，受取先の変更，年金証書再交付申請及び未払

年金受給申請等の説明資料として提出する場合等)に該当する場合には領事
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手数料を徴収しない。

領事手数料免除対象の恩給・年金等

ア恩給。 . ・ ・ ・ 。 ・ ・ ・ ・総務大臣裁定

イ執行官年金. 。 。 ・ ・ 。 。 （同上）

ウ国会議員互助年金・ ・ ・ ・ （同上）

（注)イ及びウについては，現在は制度が廃止されており，従前からの受給
者のみ。平成2フ年8月現在受給権を有する海外居住者はいない。

工戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金。 ・ ・厚生労働大臣裁定
オ国民年金。 ． ・ ・ ・ ． 。 。同上

力厚生年金・ ・ ・ ・ “ ・ ・ ・厚生労働大臣

国家公務員共済組合連合会

各地方公務員共済組合

全国市町村職員共済組合連合会

日本私立学校振興・共済事業団裁定

キ労働者災害補償保険年金・ ・ ・ ・労働基準監督署長裁定
ク文化功労者年金。 。 。 . ・ ・ ・ ･文部科学大臣裁定

（注)生存確認は文部科学省が独自に行っており,在留証明を要求されること
はない。

○

なお，国民年金基金。 企業年金（ [O○厚生年金基金 を含む）につい

ないことから， 手数料免除の対象とならない。

○ (注1）総務大臣裁定の恩給について，国外に居住する受給権者は》毎年
2月頃に在留証明と共に受給権調査申立書を提出することとなって
いる。

また，恩給給与細則（昭和二十八年九月二十九日総理府令第六十七
号）の第五条及び第十三条で在留証明（条文では所管領事官の現住証
明）を指定しているため，現地公証人による居住している旨の私署証

‘ 書をもって在留証明に代えることはできない。

(参考1）

第五条

国外居住者の恩給請求

規則第六条又は第十三条ノ三の規定により扶助料請
求書又は傷病者遺族特別年金請求書を直接に裁定庁に差し

出すべき場合においては，国外に居住する者は，所管領事
官の現住証明を受け， これを総務省に差し出すことを要す
る。
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(参考2）国外に居住する受給者の受領代理人

第十三条 国外に居住する受給者が，国内においてその者に代わっ

て恩給の支給を受ける者（以下「受領代理人」という。 ）

を指名し，又はその受領代理人を変更しようとするときは，

恩給証書記号番号，受領代理人の氏名及び住所並びに当該

受領代理人により支給を受ける期間（一回の委任につき五

年を限度とする。 ）その他必要な事項を記載した委任届に

所管領事官の作成した現住証明書を添付して， これを総務

省に差し出すことを要する。

2受領代理人により恩給の支給を受けることをやめよ

うとするときは，その旨を記載した届書を総務省に差し出

すことを要する。○

(注2）厚生労働大臣が裁定した年金（老齢基礎年金，障害基礎年金，遺族

基礎年金，老齢厚生年金，障害厚生年金，遣族厚生年金等）の受給権

者は，毎年誕生月に日本年金機構から生存確認のための現況届が送付

されるため，誕生月の末日までに，誕生月末日から前6ケ月以内に交

付された在留証明書を添付し， 日本年金機構へ提出することとなって

いる。

ただし， 日本年金機構においては，入院中の者や遠隔地に居住して

いる者等，やむを得ない事情により現況届に在留証明書の添付ができ

ない者に対しては，誕生月以降に交付された在留証明書も認める取扱

いをしている。

その際，現況届自体の提出は，誕生月の末日までに行う必要がある

ことから、やむを得ず在留証明書を後日送付する場合は，その旨を記

載した文書を現況届に同封し，誕生月の末日までに日本年金機構に送

付するよう指導すること。

．なお，詳しい内容については， 日本年金機構「ねんきんダイヤル」

（電話番号+81-3-6700-1165)ヘ照会するように指導する。

○

【2 発給条件】

形式1，形式2共通事項

(1) 現に日本国籍を有する者であること。 （元日本人については，要件を満

たせば「居住証明」 (SO号証明）での対応が可能。 ）

(2) 公文書その他それらに準ずる書類により外国の住所を立証できること。

(3.必要書類(3)参照）
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(3) 原則として，本邦に住民登録がないこと。

（注1） 本邦に住民登録をしているか否かについては口頭で確認することで

よい。

（注2） 本邦に住民登録を置いたまま外国に住所を定めている者については，

住民票の写しで代えられないかを提出先に確認させ，代えられないと

する場合は， 申請を受理することができる。

(4) 当事者が現地に既にBケ月以上滞在していること，又は3ヶ月以上の滞

在が見込まれていること。

（注1) ｢Sケ月以上」はあくまでも目安であり，滞在期間が3ヶ月に達し

ていなくても，生活の本拠を当該地に定めたと認められ，かつ，今後

sヶ月以上滞在することが認定できる場合は取り扱うことができる。

（注2） なお，在留届が提出されていない場合は，その場で提出させるよう

指導する。

○

(5) 証明書の発給対象者は，原則､ 自公館の管轄区域内に居住する在留邦人

であること。ただし，同一国内であっても他公館の管轄区域内に居住する

者や他国に居住する者が，本来申請に赴くべき公館よりも地理的に近く，

申請が容易である等の理由（例えば，スイス国境付近のフランス在住者が

スイス所在の在ジュネーブ領事事務所で申請するケース）で申請越した場

合は， （当該者の住所地を領事管轄していない）当該公館で発行する証明

書が本邦提出先機関において受理されることが確認されていること及び

現住所を立証する書類の真偽が確認できる場合に限り受け付けることと

する。○

(6) 当事者が公館に出頭して申請及び受領すること。

（注1） 当事者がやむを得ない事情により公館に出頭できないときは， 当事

者よりの委任状（末尾参照）をもって，代理人よる代理申請及び受領

ができる。

また、 当事者が郵送で申請し，当事者本人もしくは代理人が公館に

出向き受領することができる。 ，

(注2) 当事者が未成年の場合で,使用目的が当事者の利益のためであると

きは，法定代理人である親権者が代理申請することができる。この場

合， 当事者からの委任状は必要としない。なお，使用目的が不動産登

記であるときは，法定代理人に限り代理申請できる。

（注3） 手数料が免除となる年金受給に係る証明書申請については， 申請を

受ける在外公館において，過去に同目的で証明書を発給している事実

及び当該公館保管の在留届の記載内容を基に申請者の入定事項等を
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確認することが可能な場合，郵便での申請及び受領ができる。
この場合，生存に疑義のある高齢者については必要に応じ電話等に
より申請者の本人確認を行うこと。

形式2
－－垂

(1)過去の住所

ア・過去の住所の証明は,原則として自公館管轄区域内において転居した場
合とする。

イただし，同一国内に大使館，総領事館等が複数所在する場合で， 自公館
以外の管轄区域の住所であっても，申請人が提出する以下S (3)の文書
により住所及び居住期間を確認できるときは，証明しても差し支えない。
ウなお，兼轄国ではない他国の過去の住所についての証明は， （上記，形
式1 ，形式2共通事項（5）ただし書の場合であっても）提出先機関が当
該証明を必要とする事情を聴取の上，真にやむを得ない特別の理由がある
と判断されるときは’，その理由を付して発給の可否につき本省経伺する。

○

〆

(2)同居家族（日本国籍を有している者に限られる）

同居家族の住所確認については，外国人登録制度のない国はもとより，
公文書，その他それらに準ずる書類により住所を立証することが困難な場
合がある。【2発給条件】形式1 ，形式2共通事項を満たさない場合は，
提出されている在留届の同居家族欄に記載があること，及び申出書を受理
した上で，以下の同居していることが分かる疎明資料（以下， （ｲ)～(ﾊ)の
うち，複数を提示させること）を提出させる。

ア滞在許可証や査証等でその国に滞在していることを確認できるもの。
イ同居家族宛の郵便物（差出人不問） .で宛名及び住所を確認できるもの。
ウ学校， 日本人会，商工会等の住所簿等で氏名及び住所を確認できる
もの。

○

【3 必要書類】

～

在留証明発給申請にかかる疎明資料としての公文書等は原本の提示とする
（委任状を除き，原本の提出を求めることはしない） 。ただし，やむを得ない
事情により， 申請時には写し（コピー）の提示しかできないとする場合で，特
段の疑義がない場合は，後日，原本の提示を行う旨の確約を取付の上， 申請を
受理することができる。

形式1，形式2共通事項
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(1) 有効な日本国旅券

または，戸籍謄（抄）本（原則として発行後3ヶ月以内のもの）

及び本邦の有効な運転免許証や現地官憲当局発行の写真付身分証明

書等。

日本国籍を喪失していないことを確認するために，要すれば滞在資

格を証する書類。

(注） 日本国旅券のみ所持している場合，証明書上氏名の表記は当事者の

申請のままとし，本籍地の都道府県名は同旅券で確認する。ただし本

籍地番まで記載を希望する場合には，戸籍謄（抄）本等の公文書の提

示を求める。．

○ 当事者の滞在期間を確認できる文書（以下のいずれか1つで可）

旅券に押印された出入国スタンプ

水道，電気，ガス等の公共料金の請求書（又は領収書）

賃貸契約書不動産（家屋）売買契約書，登記簿謄本

ホテル等の宿泊施設より発行された請求書等

ｊ
ア
イ
ウ

２く

工

(3) 住所を立証できる文書

住所を立証できる文書は，以下のアーウのいずれか一つを原則とする。

ただし，住民登録制度がない国や当事者の個々の事情（例えば，ルームシ

ェアやホームステイ等の滞在形態の場合は， 当該当事者の氏名と現住所が

根拠文書上で確認できない， あるいはそもそも根拠文書がない）により，
住所を立証できる文書の提出が困難又は不可能な場合は， 当該国又は当事

者の事情を考盧の上， 申出書を含め提出可能な書類を提出させた上で，個

、 別毎に発給の可否について判断する。

ア現地官憲当局発行の公文書（例：居住証明書，外国人身分証明書，外

国人登録証，運転免許証，労働・就労許可証，納税証明書等で当事者の

氏名及び住所の記載があるもの。 .）

イ水道，電気、ガス等の公共料金の請求書（又は領収書）は公文書に準

ずる文書として取り扱うことができる。

．ウ銀行のステートメント、固定電話又は携帯電話の請求書（又は領収

書）で当事者の氏名及び住所の記載があるもの。ただし,銀行口座開設

時又は電話契約時に先方が住所確認を厳密に行っていることを条件と

する。

（注1） 在留邦人が所属している企業が作成した社員名簿や日本人会， 日本

人商工会， 日本人学校（補習枝含む。 ）等が作成した会員名簿（児童

名簿）に記載された住所のみに基づき証明書を発給することはできな

○

い。

(注2） 公用旅券所持者で当事者の身分，住所を職務上知り得ているときは，
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上記住所立証文書の提出は省略することができる。

(4) 領事手数料免除の対象であることを証する文書

総務省より送付される恩給受給権調査申立書，案内書，及び日本年金機

構又は各共済組合（連合会）より送付される現況届，年金証書，案内書等。

ただし，同一公館で過去に当該申請者に対し，在留証明書を発給した事案

で手数料免除が適切であったことが明らかな場合は,現況届等の提示を求め

ることなく受理して差し支えない。

手数料免除の対象となる年金等にかかわる疎明資料を持参しなかった者

からの申請については， 「在留証明願」の提出理由及び提出先の記入内容及

び聞き取りによって手数料免除の対象となり得る年金に該当するものであ

ると判断できる場合には，事後に関係資料をFAX等で送付する旨誓約させた

上で， 申請を受理（手数料免除） して差し支えない。

四

○

(注)初めて年金を請求する場合， 自ら年金請求書を本邦の年金事務所，又は日

本年金機構のホームページより入手し請求する必要があるため、疎明資料と

なる現況届等を持参しない場合が多いので， 申請者に確認する。

I

(5) 代理申請の場合， 当事者よりの委任状の提出と有効旅券の提示及び

代理人の入定を証明する書類の提示。 （委任状見本は，末尾参照）
町

形式2 同居家族（日本国籍を有している者に限られる_）

(1) 申出書

(2) 同居していることが分かる以下の疎明資料（以下， （ｲ)～(ﾊ)のうち，複

数を提示させること）を求める。

ア滞在許可証や査証等でその国に滞在していることを確認できるもの。

イ同居家族宛の郵便物(差出人不問）で宛名及び住所を確認できるもの。

ウ学校,日本人会,商工会等の住所簿等で氏名及び住所を確認できるもの。

○

【4作成要領】

(1) 公館において， 「在留証明願」の電子データに不動文字を挿入し，記入

軽減を図ることが望ましい。また， 申請目的別にセットパターン（例えば

恩給又は公的年金専用の不動文字・斜線等の入った在留証明願）を用意し

ておくことが望ましい。

例：ア公館名（在○○○○日本国総領事）及び公館長名はあらかじめ

不動文字を入れておく。

イ当事者が自ら窓口に来訪した場合は， 「代理人氏名（※1） 」

7



欄及び「申請者との関係（※1） 」欄は記入不要であるので， あ
らかじめ斜線を引いておく。

申請理由が恩給及び公的年金受給手続である場合は， 「申請者
の本籍地（※2） 」欄， 「上記の場所に住所（又は居所）を定め
た年／月（※2） 」欄は記入不要であるので， あらかじめ斜線を
引いておく。

「 （手数料： ） 」欄にもあらかじめ領事手数料を不動文

字で入れておく。なお，恩給及び年金受給目的の場合は，同（手
数料）欄に「免除」と記載しておく。

ウ

工

(2) 当事者に証明書の申請理由及び提出先を尋ね，証明形式（形式1又は形
式2）を決定し， 当事者に必要事項を記入させる。※印のある欄は記入を
省略することができる。代理申請の場合は，代理人が委任状に記載されて
いる者であることを旅券等の公文書で確認する。

○

ｊ
ア
イ

３く 記入済の「在留証明願」をもとにして，以下のことを確認する。
当事者の国籍が確認できる文書の提示を求める。

必要書類の提示を求め， 当事者（代理申請の場合は代理人）が記入し
た事項を提示された根拠文書により照合し，齪館がないか確認する。

(4) 公館側の証明部分に証明番号及び発給年月日を記入する。

（注） 証明番号は証明書発給受付台帳(領事局HPからダウンロード) (保
存期間10年）にて確認する。 ．

○ (5) 全ての記入が完了した後， その写しをとり， 同写しに角型館長印を押印
する。

（注1） 形式2を発給した場合は， 左肩をホチキスで留め，綴じ目に角型館
長印を割り印する。

（注2） 証明書発給後に加筆等を加えることができないよう，角型館長印は
写しに押印する。

(6) 在留証明願の原本，必要書類の写し及び完成した証明書の写しの保存期
間は3年とする。 ．

(7) （当事者一人につき）複数の証明を発給する場合，手数料領収証は取り
まとめて1枚発給すればよい。

（注） 手数料領収証が僅少となった場合は，在外公館課（購送班）にりん
請する。

8



公

【5記入上の注意】

(1) 本籍地欄は証明の対象とはなっていないので， 当事者の記入通りとする

（前記【3必要書類】 （1）(注1)参照） 。ただし，都道府県名は有効な日

本国旅券等で確認する。

市区郡以下について記入しない場合は斜線を引く。

なお， 当事者が戸籍謄（抄）本等の本籍地が確認できる書類を所持して

いる場合は，都道府県のみならず地番まで記入することが望ましい。

ただし， 当事者が地番までの記入を希望しない場合はその限りでない。

ゴ

(2) 申請理由及び提出先は，発行された証明書が他の目的に使用（悪用又は

流用等）されることを抑止する観点からも，必ず記入させる。

（例：不動産登記手続のため， さいたま地方法務局川越支局に提出）

○

(3) 現住所欄（日本語）に記載する国名は，国名一覧表別紙参照）による。

あらかじめ不動文字を記入しておくことが望ましい。

(4) 郵便局の私書箱(P.0.Box)や軍事基地の所在地を示す記号は，原則，

現住所とはみなさない。

なお， 当該国の郵便事情の関係上，私書箱表記が一般的である中東等に

在留している， あるいは軍人の配偶者として基地内で生活している当事者

から申請があった場合等特別な事情があると認められる場合はこの限り

でない。ただし，私書箱等の住所表記が本邦提出先で受理されるかどうか

は提出先の判断であるので，提出先の意向を確認するよう助言する。

○
(5) 書き損じの際の訂正は， 当事者（又は代理人）が二重線にて抹消し，余

白部分に追記するとともに，訂正箇所に栂印を押印する。ただし， 申請者

氏名の訂正の場合は，書き直しとする。

(6) 管内における過去の住所については， フォーマット上は最大5つまで記

入できる仕様になっているが，個々の事情に応じて適宜電子データを修正

の上，枠を増減する。

(7) 申請者が住所(又は居所)を定めた「日」までの記載を求め，かつ，右を

疎明資料等で確認出来る場合には，書式の記載欄に「日」を追記した様式

（記入例(形式1）一②参照）を作成の上，発給する。

9



委任状見本

委任状
、

在ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ大使殿

外務一郎

昭和57年4月4日

○○○○○・ ・ ・ , Wel l ingtonl, NewZealand

代理人氏 名

生年月日

住 所

○ 私は，下記の理由から在留証明申請手続を行うことができません

ので，上記の者を代理人として，在留証明を申請する権限を委任し

ます。

1

理由：交通事故により足を骨折しており，入院しているため

（診断書を添付します。 ）

2． なお，現住所を立証する文書を委任状に添付するとともに，私名

義の現に有効な旅券（原本）を代理人を通じ提示します。

平成18年4月1日

委任者氏 名：霞ヶ関太郎

生年月日：昭和43年3月22日

住 所：○○○○○・ ・ ・ , Wellington4,NewZealand

○

委任者署名



申出害見本

○

○

申出 三菫
Eヨ

在ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ大使殿

一

可て

『、

苧

平成○○年○○月○○日

当事者氏名：霞ヶ関

署名 ■
●

q■■■■■■郎

私は，下記の同居家族を通じて‘私名義の現に有効な旅券（原本）の提

， 及び住所立証書類を提示の上，在留証明形式2の申請を行いたく， 申

し出ます。

同居家族氏名：霞ヶ関二郎

住 所
■
▲
■ 旬

● ○○○○○・ ・ ・ , Wel l ington4 ロ NewZealand

注意

1 ． 「同居家族」に該当する者は， 日本国籍者であり，在留届の「氏名」

欄又は「同居家族」欄に記載されている者です。

2申出書の署名欄は，必ず当事者が自分で書いてください。



(1)証明形式雛形(形式1）

形式1

在留証明願
令和 年 月 日I

在○○○○日本国総領事殿

甲謂有C

本籍地

私(申請者)が現在､下記の住所に在住していることを証明してください。

一

一F

（

本人申請の場合は記入不要です。

申請理由が恩給､年金受給手続きのとき､及び提出先が同欄の記載を必要としないときは記入を省略することが
できます。

(※1 ）

(※2）

在留 証明
証第 号

上記申請者の在留の事実を証明します。

令和 年 月 日

’一~･~･~･~.~.~･･.｡｡..ｰ,･･･..~･~･~.~．..･･..･･･.。ー...ー･~帝
U O
B 0
1 0
0 】

Q

在○○○○日本国総領事鯖i 公 ：
U

l

I B
O O

総領事 外務太|郎 印 ’
l

I

D j
n 】
8 Q
U 1
9 p
n B
I戸■ロー■･－－戸一一一＝-,ロロー,■■－－－．1．－－－－－ざ

(手数料： ）

申請者氏名

証明書を

使う人

生年

月日 割
明・大

_昭・平。
年 月 日

代理人氏名
(-※1）

申請者との関係
(※1）

{鱸｝ ● ■

(市区郡以下を記入してください。※2）

提出理由 提出先

現
．
住
所
－

、

日本.語

■H■■ーｰ‐'■■ｰｰl■■l■■ー､■■l■■ー~~＝!■■ｰl■■4■■I■■I■■‘■■ーｰ麓'■■一一I■■ー'■■I■■'■■･■■‐~■■l■■ｰ■■'■■l■■■■I■■|■■ーｰｰ■■一'■■I■■■■I■■1■■ーーｰ■■‘■■I■■■■■■I■■ー‐ｰーl■■－－1■■ー

外国語

1

－ノ 上記の場所に住所(又は居所)を
定めた年月日（※2）

(令和・平成・昭和） 年 月



(2)証明形式雛形(形式2）

形式2

在留証明願
令和 年 月 日

在○○○○日本国総領事殿

甲謂有0

大錘料h

私(申請者)が現在､下記の住所に在住していること､及び別紙の事実を証明してください。

聿局胃

の場所に住所
宗肋在廷日匡

本人申請の場合は記入不要です。 、

申請理由が恩給､年金受給手続きのとき､及び提出先が同欄の記載を必要としないときは記入を省略することが
できます。

(※1）

(※2）

在留証明
証第 号

上記申請者の在留の事実及び別紙の事実を証明します。

令和 年 月 日

在○○○○日本国総領事館

総領事 外務

(手数料： 。 ． ）

8ーーーｰー!■■'■■ｰI■■'■■■■~ーー4■■■ﾛ■ー'■■'■■'■■ｰ再一一■■●

ロ ･1
D J
U ロ
9 ・ 0
I 8
U Q
I O

公 10
0
8 0
1 0
8 I

太;郎 印 i
I I
O 1
0 0 1
0 1
】 1

1....,.‘..‘.､-..--..--......-...,,..-.....‘.‘..‘..‘.....-.‘-.-.』

(1／2）

申請者氏名

証明書を

使う人

I

年
日

生
〔
月

P

昭 到
明・大

・平。
年 月 日

代理人氏名
(※1）

申請者との関係
(※1） 〃

|淵 (市区郡以下を記入してください。※2）

提出理由 提出先

現
住
所●

日本語

②ーーー1■■I■■I■■ー'■■ｰ詞'■■■l■■■'■■ー■■'■■ーｰー■■'一'■■I■■ｰ■■ｰ~諄'■■ー'■■'■■I■■■■'■■~ｰ4■■|■■■■I■■'■■■■ｰｰ蝉I■■I■■■■'■■l■■I■■‘■■ｰ~I■■ー■■I■■l■■■■‘■■■■ｰ－1■■ー'■■I■■

外国語

(令和・平成・昭和） 年 月



過去の住所

○
堤一

同居家族

○

(2／2）

1 年 月から 年 月まで

2 年 月から 年 月まで

3 年 月から 年 月まで

4 年 月から 年 月まで

5 年 月から 年 月まで

1

氏
名

本
籍
地

p 白

道
県

■
■
都
府

b 苧

生年月日

戸

昭

明･大

剖･平。
年 月 日

之

氏
名

本
籍
地

白
。
道
県

■
■
都
府

房
■

生年月日
‐ 明・大

息昭・平.
年 月 日

3

氏
名

本
籍
地 |篝:薑

生年月日
‐ 明・大

剖昭・平。
年 月 日

4

氏
名

本
籍
地

｜
Ｐ

都
府

巫

■

三

道
県

L 口

生年月日

津

昭

明・大

剖・平。
年 月 日

5

氏
名

本
籍
地

｜
Ｐ

道
県

■
■
都
府

b ■

生年月日
‐ 明・大

割昭・平．
年 月 日



記入例（形式1）一①：本人出頭の際の申請

形式1

在 証明願留
令和元年 易月 1 日

在ニューヨーク日本国総領事殿

甲謂有C

本籍地

私(申請者)が現在､下記の住所に在住していることを証明してください。

玉｜壽玉｜壽

叉は尾の場
帝湿

本人申請の場合は記入不要です。

申請理由が恩給､年金受給手続きのとき､及び提出先が同欄の記載を必要としないときは記入を省略することが
できます。

(※1）

(※2）

在留証明
証第(公館別記号)19-12345号

上記申請者の在留の事実を証明します。

令和元年 5月 1日

在ニューヨーク曰本国総領事館

総領事 外務

－－‐I■■－，■■1■■I■■'■■ーｰｰｰ－■■|■■－ー'■■'■■ー再'■■＝■■一O

I IE EU
I I
O I

I IO I
I _ II

公 ｝
』

】
C ロ

I I
E

I

太|郎 印 I
I~~~.- - ･ II
I O

O O
B 1
力 U
8 8
R－‘－，■ﾛ,－－，■ローーーーロロ,ロロー,■｡,■■■■－－－－'■･‘■･･ロロロロ→

(手数料： 米貨11ドル ）

申請者氏名

証明書を

使う人

証明花子
生年

月日

D

J弱年室HZZB
戸

明・大

③･平。

代理人氏名
(※1）

申請者との関係
(※1 ）

東京 ｝ 千代田区霞が関Z丁目Z番地刀(市区郡以下を記入してください。※2）

提出理由 不動産登記手続 提出先 東京法務局



記入例（形式1）－②：本人出頭の際の申請（日付まで必要な場合）
形式1

在留証明願
令和元年 墨月 1 日

在ニューヨーク日本国総領事殿

‘
申請者の

本籍地〆

に （斑ク）

私(申請者)が現在､下記の住所に在住していることを証明してください。

聿詐

又【ま朧の場
帝掴

本人申請の場合は記入不要です。

申請理由が恩給､年金受給手続きのとき､及び提出先が同欄の記載を必要としないときは記入を省略することが
できます。

(※1）

(※2）

在留証明
証第(公館別記号)19-12345号

上記申請者の在留の事実を証明します。

令和元年 5月 1日
在ニューヨーク日本国総領事館

総領事 外務

●'■■－－－●ﾛ●ー!■■ｰ■■ー－1■■－－－ー■ﾛ■ー‘■■一戸－1■■■■。

D B
】 U

O ・ IB
E I
I O
l O

公 IB

I
O U
ロ g
l I

太；郎 印 1
0 U
0 8
1 q
l E
1 1
8 1
8■■'■■－－－'■■－－1■■－－－画－1■■'■■■■'■■'■■酉一一■■'■■■■◆

(手数料： 米貨11ドル ）

申請者氏名

証明書を

使う人

証明花子
生年

月日（

●

曇¥劉弱年川z□
代理人氏名
．（※1）

申請者との関係
(※1）

東京 隣1 千代田区霞が関Z丁目Z番地万(市区郡以下を記入してください。 ※2）

提出理由 不動産登記手続 提出先

ー

東京法務局

現
住
所
一、

日本語 ●
■ ア〆W1合衆国ニュ再ﾖｰゲ州ﾆｭｰﾖｰｸ市パーグ週lZ99

F1■■■■'4■■q■■-－－－－－，■■－‘■■一戸一'■■－■■,■■－－ｰ－■■'■■－■■'■■－戸一■■■－1■■■■－－戸■'■■'■■■■■■－ｰ‐ｰ＝'■■'■■'■■'■■ーｰーｰ■■I■■I■■'■■I■■‐ｰｰ'■■'■■一一ｰ■ｰ'■■－1■■I■■ｰ~ｰー■■'

外国 冒五
ロロ

●
● ZWPaf･kAvenue,NewYof｡k,NY10W1,U.SA

(令和⑳．昭和)弱年4月1日
、
b

e



￥

記入例（形式1)－③：代理人による申請
形式1

在留証明願
令和元年 二月 1 日

在ニューヨーク日本国総領事殿

私(申請者)が現在､下記の住所に在住していることを証明してください。

七理

の場所に性
壼めた錘E

本人申請の場合は記入不要です。

申請理由が恩給､年金受給手続きのとき､及び提出先が同欄の記載を必要としないときは記入を省略することが
できます。

(※1 ）

(※2）

在留 証明
証第(公館別国記号)19-12345号

上記申請者の在留の事実を証明します。

令和元年 5月 1日
在ニューヨーク曰本国総領事館

総領事 外務

l‐ーー‘ー一一ー一.‘｡.pロー■ローーーー間‘ロローーーーーｰｰ0O
I I
ロ 0
0 1
0 1
】 8
8 8

公 I
B
E

I
O 、 I
O D

太|郎 印 I
ロ 0
8 ロ
＄ t
o 『
ロ 0

0 0
0‘■.,ﾛ.,■ﾛ,■.‘■.－－－，ﾛﾛ,■･‘■･■･－－－－‘■｡,■｡,■･‘■ロー境一一己

(手数料： 米貨11ドル ）

申請者氏名

証明書を

使う人

証ll 明花子
生年

月日（壷甲葺J弱年丞㈲〃□
代理人氏名
(※1）

証
I

明次郎
申請者との関係
(※1） 父

東京 ｝
･道

・県
千代田区霞が関Z丁目Z番地万
(市区郡以下を記入してください。 ※2）

提出理由 不動産溌己手続 提出先 東京法務局

日本語 ■
● ア〆W1合衆国ﾆｭｰﾖｰｸ州ﾆｭｰﾖｰｸ市パーク通LIZ99

◆

P－1■■I■■I■■ｰ－ｰ~ｰｰ－1■■ーーｰー■■'■■■ﾛ■－1■■韓一'■■I■■ー■■I■■ー~~ー‘■■I■■ー'■■ー~'■■－1■■一一ｰｰ■■'■■ーー'■■ー~ｰI■■■■I■■I■■ｰー~ー■■■■I■■－－ｰー'■■1■■ー'■■ｰｰ1■■1■■■■■■■'■■ー”'■■ｰ

外国語 ●
■ ZWPaFI《Avenue,NewY〃k,NY101刑,U､S､A、

(令和”⑳ ･昭和) Z昂年4月



記入例（形式1）－④：国民年金(または厚生年金､恩給他)請求のための申請

形式1

在留証明願
令和元年 墨月 1 日

在ニューヨーク曰本国総領事殿

私(申請者)が現在､下記の住所に在住していることを証明してください。

中罪

ヨ丞詳

玉l詳

の場所に住
帝め?-庄眉

本人申請の場合は記入不要です。

申請理由が恩給､年金受給手続きのとき､及び提出先が同棡の記載を必要としないときは記入を省略することが
できます。

(※1 ）

(※2）

在留証明
証第(公館別記号)19-12345号

上記申請者の在留の事実を証明します。

令和元年 5月 1日

在ニューヨーク日本国総領事館

総領事 外務

0ーｰｰ■■0■､'■■ー'■■･■,”ｰ!■■一一'■■ー■■‐ー■■－1■■一一弓

I I
I I

I '
0
8

n D
p E

公 18
8
8 0

0 O
U I

太I郎 印 ｜
ロ U

t O
l l
I O
I l

1....-.,...--.…’..-,....--...---.--.--.-.-.4

(手数料： 免除 ）

申請者氏名

証明書を

使う人

証明花子
生年

月日 （
弱年丞月ZZ日

代理人氏名
(※1）

申請者との関係
(※1）

（

提出理由 年金受給手続 提出先 日本年金機構



記入例（形式2）一①:過去の住所証明
形式2

在 留 証明願
令和元年 墨月 1 日

在ニューヨーク曰本国総領事殿

甲請省0

大鐘til]

く

私(申請者)が現在､下記の住所に在住していること､及び別紙の事実を証明してください。

七理人)署宅

の塲
帝狸

本人申請の場合は記入不要です。

申請理由が恩給､年金受給手続きのとき､及び提出先が同欄の記載を必要としないときは記入を省略することが
できます。

(※1 ）

(※2）

在留証明
証第(公館別記号)19-12345号

上記申請者の在留の事実及び別紙の事実を証明します。

令和元年 5月 1日

在ニュ弓ヨーク日本国総領事館

総領事 外務

(手数料： 米貨11ドル ）

弓
１
０
０
１
１
０
Ⅱ
１
８
０
８
ｉ
Ｉ
１
１
１
１
８
８
８
０
４

－
一

戸韓一一一

一
一

一

一
一印一

口

公
｝

一』『一

戸
一
一
一
二
一
毎
口
一
』冊↑

》

良
『

『》●
■
■
■
■
■
■
●
■
■
一
石
■
《
■
■
■
■
口
・
■
甲
▲
■
■
■
■
■
一
■
■
Ｕ
■
ゆ
ロ
ー
Ｄ
●
■
Ｄ
■
■
凸
■
・
■
■
■
■
■
ｂ
■
■
●
■
■
●

太

（1／2）

申請者氏名

証明書を

使う人

証明太郎
生年

月日 （

P

坊年丞月ZZ日

代理人氏名

(※1）

申請者との関係
(※1 ）

東京 I
銀行口座開設

千代田区霞が関Z丁目Z番地万
(市区郡以下を記入してください。 ※2）

提出先 関東銀行

日本語 ●
■ ア〆Iノカ合衆国ﾆｭｰﾖｰｸ州ﾆｭｰﾖｰｸ市バｰｸ通&lZ99

■ －■■ ．6言三二I■■－■■I■■1■■■ －〒こごう'■■■■■■■1■■r一一ご一テァーー■■I■■I■■『→一二口－－1■■1■■ｰ'■■I■■一一ｰｰ■■‘■■I■■■■I■■ーｰI■■ｰｰI■■'■■I■■■■I■■ーーｰｰ■■'■■I■■■■I■■一再~－1

b □

外国語: Z"PalokAvenue,NewVofok,NVIOW1,U.S・A

(令和 ■⑳ ■ 昭和) Z丘年4月



過去の住所

○

同居家族

○

(2／2）

1 ZOOg年9月からZoWZ年塞月まで ア〆Iノカ合衆国ニュージャージー州
ニューアーグ市ワシントン懲149

2 年月から 年月まで

3 年月から 年月まで
一

4 年月力

侭
Ｊ
〆

～

b 年月まで

1

氏
名

本
籍
地

P 匂

道
県

■
■
都
府

b 団

生年月日

戸

_昭

明・大

剖・平。
年 月

2

氏
名

本
籍
地

ロ
ゴ
道
県

■
宝
都
府

Ｐ

ｂ

生年月日

P

ロ

明・大

昭・平
月 日

3

氏
名

本
籍
地

P G

都・道

府 ■

駁
／

＝ツ 割 年 月 日

4

氏
名

本
籍
地

臼
。
道
県

■
■
都
府

Ｐ
Ｌ

生年月日
－ 明・大

剖昭・平。
昨

〉
月 日

5

／

氏
名

地

ロ
ロ
道
県

■
■
都
府

Ｐ
ｂ

生年月日
明･大

剖
〆

_昭・平。
年 月 日



記入例.(形式2）－②：同居家族についての証明

形式2

在留証明願
令和元年 墨月 1 日

在ニューヨーク日本国総領事殿

半坐

私〈申請者)が現在､下記の住所に在住していること､及び別紙の事実を証明してください。

弔局篇

観
‐
鵬
ｒ
愉
上
は

日本語： ア〆W1合衆国ニューヨーケ州ニューヨーケ市パーク通LIZ99

－1■■＝■■I■■ﾛ■■■■■I■ー■■'■■I■■ーｰｰｰI■■ーーー■I■1■■■■l■■'■■■■一一一一－一ｰｰーｰー■■'■■l■■-1■■I■■‐－1■■ーI■■ー－－ｰーーー■■'■■ー一一I■■I■■■■ー'■■■■1■■0■■面一一■■I■■I■■ー'■■I■■ーI

外国語: ZWPal｡kAVenUe,NeWYoI｡k,NY10171,U､S.A.

上記の場所に住所(又は居所)を
定めた年月日（※2） (令和､⑳ ･昭和 ) Z5年4月

本人申請の場合は記入不要です。

申請理由が恩給､年金受給手続きのとき､及び提出先が同欄の記載を必要としないときは記入を省略することが
できます。

(※1 ）

(※2）

在留 証明
証第(公館別記号)19-12345号

上記申請者の在留の事実及び別紙の事実を証明します。

令和元年 5月 1日

在ニューヨーク日本国総領事館

総領事 外務

（手数料： 米貨11Fル ）

0口■■■■､'ﾛ｡‘ﾛﾛｰｰｰｰｰーー■■'■､ー■ローロロ'■ローー‘ﾛロー‐一・0
8 E
I E
E I
8 1
1 1
0 1
0 0

公 II
U

I I
I O

太I郎 印 I
1 】
1 1
】 8
， ロ
8 8
8 0

Q －＝＝＝a一 ‐ ‐－1

（1／2）

申請者氏名

証明書を

使う人

証明健太
生年

月日 （ざ皐勾脇年1ZHZOB
代理人氏名
(※1 ）

申請者との関係
(※1）

東京 |雛 I 千代田区霞が閨Z丁目Z番地万(市区郡以下を記入してください。※2）

提出理由 大学の入学手続 提出先 外務大学



へ

L

過去の住所

○

同居家族

○

(2／2）

1 年月から 年月まで

2 年月から 年月まで

3 年月から
〆／

4 年 月まで

Ｆ
○
／

月から 年月まで

1

氏
名

本
籍
地

証明太郎

東京
道
県

■
■
⑳
府

Ｐ
．
■

生年月日 ~¥劉羽年1Z月1ZB

2

氏
名

本
籍
地

証明花子

東京

pー

⑳・道、
府・県

b ヴ

生年月日 壷甲割弱年塞月ZZB
｡

3

氏
名

本
籍
地

証明康子

東京
道
県
⑳
府

ｐ
■

生年月日

戸

_昭

明･大

剖．③．
Z年8月ZZB

4

氏
名

本
籍
地 |聲:菫I

生年月日 {昭學篝 呈

5

ノ

氏
名

本
籍
鞭 |鴛:貴I

〆

生年月日
明･大

{昭 平 割 年 月 日



【ﾌ.執務参考資料】
(1)国名表一覧(平成2ﾌ年B月現在）
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